
質
問
一

平
成
２５
年
第
３
回
定
例
会
で

示
し
た
、
２４
年
度
の
地
方
公
共
団
体
定

員
管
理
調
査
の
市
の
分
析
結
果
は
。

二

１７
年
か
ら
の
職
員
の
状
況
は
。

三

高
齢
化
率
の
増
加
に
よ
り
増
員
す

べ
き
職
員
数
は
。

答
弁
一
（
市
長
）

本
市
は
教
育
部
門

の
職
員
が
多
い
こ
と
が
特
徴
と
し
て
挙

げ
ら
れ
、
特
に
公
民
館
と
図
書
館
の
職

員
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
全
国
の
類
似
団
体
と
比
較
す

る
た
め
の
定
員
管
理
診
断
表
に
お
い
て

も
同
様
の
結
果
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、

各
市
の
公
民
館
等
の
数
や
運
営
形
態
等

が
異
な
っ
て
お
り
、
単
純
な
比
較
は
難

し
い
と
考
え
て
い
る
。

二

２５
年
１１
月
の
職
員
数
は
、
１７
年
と

比
較
し
て
４２
人
減
の
４
１
４
人
、
非
常

勤
職
員
数
は
、
２１
人
減
の
３
４
７
人
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
間
、
指
定
管
理
者

制
度
や
Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
な
ど
の
民
間
活
力

を
導
入
し
、
職
員
の
適
正
配
置
を
行
っ

た
。

三

高
齢
化
率
の
上
昇
に
伴
い
、
生
活

保
護
に
関
す
る
業
務
や
、
介
護
予
防
・

高
齢
者
支
援
施
策
の
充
実
に
関
す
る
業

務
に
つ
い
て
、
職
員
数
が
増
加
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
時
点

で
具
体
的
な
増
員
数
を
示
す
の
は
困
難

で
あ
る
。

◎
そ
の
他
の
質
問

市
の
財
政
状
況
と

今
後
の
政
策
に
つ
い
て

質
問
一

避
難
勧
告
の
発
令
と
基
準
の

明
確
化
に
つ
い
て
。

二

住
民
へ
の
伝
達
と
防
災
無
線
に
つ

い
て
。

三

予
防
的
避
難
の
取
り
組
み
は
。

答
弁
一
（
市
長
）

本
市
に
お
い
て
台

風
や
豪
雨
な
ど
に
よ
る
被
害
が
発
生
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
職
員
が
巡

回
を
し
、
情
報
収
集
す
る
中
で
、
現
場

の
状
況
と
気
象
予
報
な
ど
を
基
に
判
断

し
、
市
民
の
生
命
、
身
体
に
危
険
を
及

ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
迅
速
か

つ
的
確
に
避
難
勧
告
や
避
難
指
示
を
行

う
。

二

災
害
時
の
情
報
伝
達
は
、
市
民
と

市
を
訪
れ
て
い
る
方
へ
迅
速
か
つ
正
確

に
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

防
災
行
政
無
線
が
有
効
と
考
え
て
い

る
が
、
市
及
び
消
防
団
の
広
報
車
、
携

帯
メ
ー
ル
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
伝
達
な
ど
様
々

な
方
法
を
使
い
、
状
況
に
応
じ
て
確
実

に
情
報
伝
達
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
る
。

三

予
防
的
避
難
は
、
夜
間
に
大
雨
や

台
風
の
接
近
が
予
測
さ
れ
る
場
合
に
、

危
険
の
差
し
迫
っ
て
い
な
い
日
暮
れ
前

の
明
る
い
段
階
で
市
民
に
自
主
避
難
を

呼
び
か
け
る
も
の
で
、
そ
の
効
果
は
大

き
い
と
考
え
る
。

本
市
に
お
い
て
は
土
砂
災
害
や
洪
水

等
の
危
険
性
は
低
い
と
思
わ
れ
る
が
、

近
年
の
気
象
状
況
を
勘
案
し
、
適
切
な

情
報
提
供
等
に
努
め
て
い
く
。 防災行政無線

職
員
数
の
適
正
管
理
に

つ
い
て

長
谷
川

清
議
員

適
正
な
管
理
運
営
を
行
っ
て

い
く

適切な情報提供に努める

松尾 孝彦 議員

「特別警報」の運用に
ついて

つるがしま市議会だより第１６５号 〔８〕


